
第
百
五
十
四
回
神
職
養
成
講
習
会
開
催
要
項 

 一
、
開
講
階
位
・
期
間
・
受
講
料 

 二
、
受
講
条
件 

 

今
回
の
出
願
資
格
は
、
左
記
の
要
件
を
満
た
し
、
奉
職
神
社
及
び
神
社
庁
長
の
推
薦
を
得
ら
れ
、
本
学
が
適
当
と
認
め
た
者
、 

か
つ
受
講
時
に
満
六
十
五
歳
ま
で
の
者
。 

権
正
階
：
満
十
八
歳
以
上
の
者
で
直
階
を
有
し
、
出
願
時
に
神
社
本
庁
包
括
下
の
神
社
で
神
職
と
し
て
任
用
さ
れ
て
い
る
者
。 

直 

階
：
次
の
㊀
㊁
両
方
の
条
件
を
満
た
す
者
。 

㊀
本
講
習
会
修
了
後
（
直
階
が
授
与
さ
れ
て
か
ら
）
、
直
ち
に
（
四
カ
月
以
内
）
神
社
本
庁
包
括
下
の
神
社
で
神
職 

と
し
て
任
用
さ
れ
る
立
場
の
者
。 

 
 
 
 

㊁
短
期
大
学
卒
業
者
及
び
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
も
し
く
は
大
学
ま
た
は
短
期
大
学
に
在
学
し
て
い
る
者
。 

 

三
、
案
内
書
（
願
書
）
請
求
方
法 

 
 

㊀
～
㊂
を
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
ラ
イ
ト
（
青
色
）
を
使
用
し
、
当
課
宛
て
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。 

㊀
郵
便
定
額
小
為
替
証
書
五
〇
〇
円 

 

㊁
返
信
用
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
ラ
イ
ト
（
青
色
）
「
お
届
け
先
」
欄
に
、
送
付
先
の
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
必
ず
ご
記
入 

く
だ
さ
い
。 

㊂
本
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
請
求
フ
ォ
ー
ム
の
用
紙
、
も
し
く
は
メ
モ
に
ご
自
分
の
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
し
た
も
の 

 

四
、
受
講
願
書
受
付
期
間  

 

※
郵
送
受
付 

 

令
和
七
年
十
二
月
一
日
（
月
）
～ 

十
二
月
八
日
（
月
） 

期
間
内
に
必
着
。
（
消
印
有
効
で
は
な
い
の
で
注
意
） 

書
類
は
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
プ
ラ
ス
（
赤
色
）
に
て
國
學
院
大
學
神
道
研
修
事
務
課
宛
、
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

※
窓
口
受
付 

 

令
和
七
年
十
二
月
九
日
（
火
）
の
み 

受
付
時
間
は
九
時
～
十
六
時
で
す
。 

 

受
付
場
所
は
神
道
研
修
事
務
課
窓
口
で
す
。(

國
學
院
大
學
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
若
木
タ
ワ
ー
三
階
） 

 

●
本
講
習
会
は
、
祀
職
・
家
職
を
継
承
す
る
た
め
、
緊
急
に
資
格
を
必
要
と
す
る
方
に
受
講
を
許
可
し
ま
す
。 

●
出
願
に
際
し
て
は
、
講
習
会
案
内
書
『
受
講
生
心
得
』
を
熟
読
の
う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

● 

郵
送
・
窓
口
受
付
と
も
に
、
右
期
間
外
に
出
願
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
書
類
不
備
の
も
の
（
書
類
が
不
足
、
所
定
用
紙
以
外 

【
コ
ピ
ー
不
可
】
な
ど
）
は
、
審
査
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

●
感
染
症
の
流
行
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
は
、
開
講
直
前
や
期
間
中
を
問
わ
ず
、
講
習
会
を
中
断
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

●
感
染
症
を
含
め
た
体
調
不
良
者
、
並
び
に
家
庭
や
職
場
・
学
校
の
事
情
な
ど
の
欠
席
に
対
し
て
、
補
講
の
配
慮
は
い
た
し
ま
せ
ん
。 

●
感
染
症
対
策
は
個
人
の
判
断
に
委
ね
ま
す
。
罹
患
さ
れ
た
場
合
は
各
自
で
の
対
応
と
な
り
ま
す
。
（
病
院
や
罹
患
時
の 

宿
泊
施
設
な
ど
の
斡
旋
は
で
き
ま
せ
ん
） 

●
本
講
習
会
は
短
期
間
に
よ
る
一
回
完
結
制
で
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、
台
風
・
大
雨
等
に
よ
る
交
通
障
害
へ
の
補
完
措
置
は
ご
ざ
い 

ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

五
、
受
講
許
可
書
の
発
送 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
（
金
）
発
送 

 

受
講
許
可
書
及
び
受
講
手
続
き
書
類
は
、
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
ラ
イ
ト
（
青
色
）
に
て
発
送
い
た
し
ま
す
。 

 

六
、
受
講
料
納
入
期
限 

 

令
和
八
年
一
月
七
日
（
水
）
郵
送
必
着 

 

受
講
許
可
書
が
到
着
し
た
後
、
郵
便
局
で
払
い
込
み
（
払
込
用
紙
は
許
可
書
に
同
封
す
る
）
「
郵
便
振
替
払
込
受
付
証
明
書
」
を
、

そ
の
他
の
関
係
書
類
と
と
も
に
当
課
宛
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

國
學
院
大
學
神
道
研
修
事
務
課 

〒
一
五
〇-

八
四
四
〇 

 

東
京
都
渋
谷
区
東
四
丁
目
十
番
二
十
八
号 

電
話
：
〇
三
（
五
四
六
六
）
〇
一
五
五 

階  

位 

期          

間 

受 

講 

料
（
含
消
費
税
） 

権
正
階 

令
和
八
年
二
月
十
日
（
火
）
～ 

三
月
十
四
日
（
土
） 

一
四
三
、
〇
〇
〇
円 

直 

階 

令
和
八
年
二
月
十
日
（
火
）
～ 

三
月
十
二
日
（
木
） 

一
一
〇
、
〇
〇
〇
円 


